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議会運営委員長  

榎  本  雄  一  殿  

政務活動費のあり方検討会  

座長  川  北  直  人  

  

政務活動費の後払い方式について（答申）  

 

 本 検 討 会 に 諮 問 の あ っ た 政 務 活 動 費 の 後 払 い 方 式 に 関 す る 内 容 に

ついて、下記のとおり答申いたします。  

 

記  

 

 江 東 区 議 会 に お い て は 、 江 東 区 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条

例 の 規 定 に 基 づ き 、 政 務 活 動 費 の 支 給 を 前 払 い 方 式 と し て い る と こ

ろである。  

 現 状 に お い て も 、 政 務 活 動 費 は 厳 格 な 使 途 基 準 の 下 に 支 出 し て お

り 、 各 会 派 の 責 任 で 適 正 な 内 容 か ど う か を 含 め た 支 出 の チ ェ ッ ク も

行っている。  

 また、仮に後払い方式を導入した場合、立替えによる議員個人の財

政負担が大きくなり、議員の政務活動に支障を来すおそれもある。  

 上 記 の 理 由 か ら 、 後 払 い 方 式 を 導 入 す る 必 要 は な い と の 結 論 で 委

員の了承が得られたところである。  

なお、協議の中で、全国的には少数であるが後払い方式を採用して

い る 地 方 議 会 も 存 在 し て お り 、 今 後 も 慎 重 に 研 究 し て い く べ き で あ

るとの意見があったことを申し添える。  
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